
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
提
出

質

問

第

一

二

号

「
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

田

村

貴

昭
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「
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
」
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
解
散
し
た
。
同
基
金
は
、
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留

者
、
引
揚
者
の
戦
争
犠
牲
に
よ
る
労
苦
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
関
係
者
に
慰
藉
の
念
を
示
す
事
業

を
行
っ
て
き
た
。
同
基
金
の
解
散
か
ら
三
年
が
経
過
し
て
い
る
が
、
同
基
金
の
事
業
実
績
お
よ
び
残
務
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
さ
ら
に
検
討
し
、
引
き
続
き
前
進
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
り
、
政
府
の
責
務
で
あ
る

と
考
え
る
。
同
基
金
の
事
業
実
績
お
よ
び
残
務
な
ど
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

昭
和
六
十
三
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
に
、
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
に
政
府
が
拠
出
し
た
金
額
の
総
額
は
い
く
ら

か
。
ま
た
、
同
基
金
の
解
散
に
当
た
り
、
国
庫
に
返
納
さ
れ
た
金
額
は
い
く
ら
か
。

二

同
基
金
は
、
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留
者
、
引
揚
者
を
対
象
と
し
た
事
業
を
実
施
し
て
き
た
。
昭
和
六
十
三
年
か
ら

平
成
二
十
五
年
ま
で
に
基
金
が
行
っ
て
き
た
事
業
の
受
益
者
は
、
こ
の
三
分
野
ご
と
に
何
人
か
。
ま
た
、
三
分
野
別
の
事
業

費
の
総
額
は
い
く
ら
か
。

三

同
基
金
が
事
業
を
委
託
し
、
補
助
・
助
成
し
て
き
た
団
体
は
ど
こ
か
。
そ
れ
ら
に
各
々
累
計
で
い
く
ら
支
払
っ
て
き
た

か
。

一



四

基
金
の
管
理
費
と
広
告
宣
伝
費
は
各
々
累
計
で
い
く
ら
か
。
そ
れ
ら
は
全
支
出
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
の
か
。

五

「
戦
後
強
制
抑
留
者
に
係
る
問
題
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
き
、
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
が
支
給
し
た
特
別
給

付
金
は
、
全
体
で
何
人
で
、
い
く
ら
支
払
わ
れ
た
か
。
給
付
に
か
か
る
経
費
は
い
く
ら
か
か
っ
た
か
。

六

「
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
」
が
廃
止
さ
れ
、

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
が
解
散
し
た
が
、
そ
の
後
も
、
総
務
省
は
新
宿
住
友
ビ
ル
四
十
八
階
の
「
平
和
祈
念
展
示
資
料

館
」
に
資
金
を
拠
出
し
て
委
託
運
営
が
さ
れ
て
い
る
。
同
資
料
館
運
営
事
業
を
総
務
省
が
行
う
法
的
根
拠
は
何
か
。

七

「
平
和
祈
念
展
示
資
料
館
」
の
人
事
や
活
動
・
展
示
内
容
は
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
現
在
の
館
長
は

ど
な
た
か
。

八

同
基
金
の
解
散
に
際
し
て
、
全
体
の
事
業
の
総
括
的
な
事
業
報
告
書
は
作
成
さ
れ
公
表
さ
れ
て
い
る
か
。
政
府
と
し
て
、

全
体
の
事
業
の
総
括
的
な
事
業
報
告
書
を
作
成
・
公
表
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


